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自己紹介

大山知康（おおやま・ともやす）平成18年（第一東京弁護
士会）から弁護士活動を始め、岡山県北の新見ひまわ
り基金法律事務所に平成21年に赴任平成24年に定着。

平成27年度岡山弁護士会副会長など歴任し、平成29年
４月から同会環境保全・災害対策委員長、平成30年４
月から中国地方弁護士会連合会災害復興に関する委
員長。平成30年7月豪雨と令和元年9月新見市集中豪
雨災害で被災者支援を経験。現在も新見市で唯一の弁
護士としても活動中。市民の寄付を基にＮＰＯなどの社
会貢献活動を支援する公益財団法人「みんなでつくる
財団おかやま」代表理事も務めた（現監事）。平成31年
１月からは防災士にも登録。岡山県玉野市出身。昭和
52年生まれ。
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本日の講演の内容

• 平成３０年７月豪雨災害（岡山県の被害状況）

• 再建ケース1（自己資金型）

• 再建ケース2（水災保険型）

• 再建ケース3（自然災害債務整理ガイドライン型）

• 再建ケース4（リバースモーゲージ型）

• 数字で見る住宅再建の実態
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平成３０年７月豪雨
岡山県の被害状況
• 人的損害

岡山県全体死者９２人（うち３１名災害関連死）

倉敷市のみ死者７３名（うち２１名災害関連死）

岡山県全体行方不明者３名
※令和２年９月７日現在

• 物的損害（住家）

岡山県全体全壊４８３０棟・半壊３３６５棟・一部損壊１１２６棟

倉敷市のみ全壊４６４６棟・半壊８４６棟・一部損壊３６９棟
※令和元年７月５日
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再建ケース1（自己資金型）

＜ケース概要＞
６０代夫婦のみの世帯で自宅が全壊の被害を受けた。住
宅ローンは完済済み。火災保険の水災補償（以下「水災
保険」といいます。）なし。支援金３００万円と義援金
２００万円と預金５００万円の合計１０００万円で平屋
戸建てを再建した。公費解体も利用。
（参考）
倉敷市での１戸建て平屋住宅１０００万円～
倉敷市での１戸建て２階建て住宅２０００万円～
※本講義は特に明記しているもの以外は平成３０年７月豪雨災害の
倉敷市真備町での被災ケースや利用された支援制度（当時）です。
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再建ケース1（自己資金型）

＜利用した制度の検討＞

① 罹災証明書（生活再建へのパスポート）

→片付ける前に写真を撮影する。

② 被災者生活再建支援金基礎支援金100万円（全
壊）

③ 義援金200万円（倉敷市真備町）（全壊）

→正確には１０回に分けて合計１９１万５２００円

④ 公費解体

⑤ 被災者生活再建支援金加算支援金200万円（建
設） 6





被災者生活再建支援金について

被害の
程度

全壊 解体 長期避
難

大規模
半壊

支給額
（基礎）

１００万
円

１００万
円

１００万
円

５０万円

再建方法 建設・購
入

補修 賃借（公営住宅除
く）

支給額
（加算）

２００万円 １００万
円

５０万円



被災者生活再建支援金について

•申請期間に注意！！

基礎支援金・・・災害発生日から１３カ月

加算支援金・・・災害発生日から３７カ月
• 個別にそれぞれ申請が必要。罹災証明とも別に申
請が必要。

• 加算支援金は資料添付が多い。←支援が必要と
なるケースも

• 単身世帯は基礎・加算支援金とも４分の３。

• 借家は大家さんではなく居住者がもらえる。



公費解体

公費解体については災害直後に自治体から公表さ
れないことが多い。

↓
平成３０年７月豪雨や令和元年の台風19号の際に
も１～3ヶ月経過して公費解体を行うことを自治体が
公表した。（支援者や報道が減り始める時期と重な
るので被災者に情報が広がらない可能性も）

↓
実質数百万円の援助になるので重要な制度。

平成３０年７月豪雨の際に島根県江津市、山口県光
市・下松市では公費解体が実施できるのに自治体
の誤解で実施されなかった例もある。 10



「うちは自腹で隣は無料解
体費用は誰が出すの？」
担当記者保科達郎（ＮＨＫ
ＷＥＢ特集令和２年１０月２
０日掲載。
https://www3.nhk.or.jp/ne
ws/html/20201020/k10012
670721000.html?utm_int=t
okushu-new_contents_list-
items_009）
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再建ケース2（水災保険型）

＜ケース概要＞
４０代夫婦で子ども２人の４人世帯で自
宅が全壊の被害を受けた。被災時に住宅
ローンが２０００万円残っていた。水災
保険に加入しており、保険金１７００万
円と義援金２００万円と基礎支援金１０
０万円で住宅ローンを完済した。新たに
１８００万円のローンを組んで加算支援
金２００万円を合わせて自宅を２０００
万円で再建。公費解体・利子補給も利用。
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再建ケース2（水災保険型）

＜利用した制度の検討＞
① 罹災証明書
② 水災保険（保険会社への連絡を忘れずに）
③ 被災者生活再建支援金基礎支援金100万円
④ 義援金200万円
⑤ 公費解体
⑥ 被災者生活再建支援金加算支援金200万円
→建築請負契約書があれば申請できるので住宅ローン
の返済計画に加算支援金を入れられる。
⑦ 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資or民間の

住宅ローン１８００万円
⑧ 倉敷市の利子補給制度
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火災保険水災補償

• 建物の時価ではなく再調達価格（新価）で保険金
額を設定できる。

→水災保険で自宅を再建できる場合が多い。

• 住宅ローンを水災保険で完済することも可能であ
るが、土地の価値は考慮しないので、住宅建築の
ために土地も購入して土地の購入価格も含めて
ローンを組んでいたケースで購入から短期間で被
災した場合には、住宅ローンの残額が保険金額を
超える場合もある（都市部ではその可能性が高く
なる。）。
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火災保険水災補償

• 住宅ローンの際には火災保険の加入は義務であ
るが水災補償や家財保険を付ける義務はない。

→ローンが残っているのに水災補償に入っていな
い世帯がでてくる。

• 以前は保険期間をローン期間に合わせて設定で
きたが今は１０年までしか設定できない保険も増え
ているので、今後は、火災保険の期間が終わって
いるのに更新していない住宅が増える可能性があ
る。

• 火災保険では物置、車庫、太陽光パネル、エアコ
ンも「建物」として保険の対象になる。
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水災保険と地震保険の違い

• 火災保険とのセットでしか地震保険に入れないが、
火災保険と地震保険では保険金額など異なる部
分が多い。

• 地震保険の場合には、火災保険の半額が保険金
額の上限になり、支払いは建物の時価になるので、
地震保険だけでは、住宅再建は難しい。→住宅
ローンが残っていた場合には自然債務整理ガイド
ラインで減免を受ける必要が高くなる。

• 火災保険→住宅再建

地震保険→生活再建

と保険の目的が違うと考えると理解しやすい。
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災害復興住宅融資or民間の住
宅ローン
• 一般的にみて災害復興住宅融資の方が利息や手数
料が安い。

→但し、有利な利子の融資限度額に上限があったり、本
人や工務店が付き合いのある民間金融機関に頼みや
すいことが影響してか（利子補給を受けた世帯の中で）
災害復興住宅融資は約２５％（リバースモーゲージを除
く）の利用にとどまる。

• 平成３０年７月豪雨の際の倉敷地域では、住宅金融支
援機構が１番抵当なら２番抵当でも民間金融機関は
融資してくれたので、災害復興住宅融資＋（再建資金
の不足部分や古い住宅ローンの残額の返済のため
に）民間金融機関のローンを組むことができたケース
があった。他の災害でも交渉する価値がある。
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再建ケース3（自然災害債務整
理ガイドライン型）
＜ケース概要＞
３０代夫婦で子ども１人の３人世帯で自宅が全壊の
被害を受けた。住宅ローンが２５００万円あったが、
水害保険なし。自然債務整理ガイドラインを利用し
て住宅ローンを７００万円に減額して、再建のため
に新たに１０００万円を借りてリフォームすること
になった。災害復興住宅融資で１０００万円（リ
フォーム資金）を借り、自宅をリフォームで再建。
民間ローンでは４００万円（旧ローンの返済資金）
を借りて、義援金２００万円と基礎支援金１００万
円で旧ローン７００万円を返済。利子補給制度も利
用。
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再建ケース3（自然災害債務整
理ガイドライン型）
＜支援制度の検討＞

①罹災証明書

②被災者生活再建支援金基礎支援金１００万円

③義援金２００万円

④自然債務整理ガイドラインにより住宅ローンが２５００万円
から７００万円に減額

⑤災害復興住宅融資でリフォーム資金１０００万円を借り、
民間ローンで４００万円（②と③と合わせて減免された旧
住宅ローン７００万円を返済）を借りる

⑥利子補給制度

⑦被災者生活再建支援金加算支援金２００万円を考慮せず
に再建計画を立てることができたが、加算支援金の申請
を忘れずに。
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自然災害債務整理ガイドライン

• ５００万円までの財産を手元に残しながら、災害
前の借金（ローン）について減額や免除を受ける
ことができる。

• 個人信用情報（ブラックリスト）に登録されないの
で、債務整理の後も、クレジットカードなどの利用
申込みもでき、住宅ローンなどの生活に必要な
ローンも申し込める。

• 被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害
見舞金及び義援金（差し止め禁止の立法措置必
要）については、５００万円とは別に手元に残せる。
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自然災害債務整理ガイドライン（２）

• 災害後に２００万円以下で買った車や，火災保険の家財補
償（２５０万円まで）も５００万円の枠とは別に手元に残せる。

• 債務整理の対象には、住宅ローンだけでなく，自動車ロー
ンや個人事業主の方の事業資金のための借入れも含まれ
る。

• 最終的に、住宅を残して住宅価値分の債務を返済していく
方法か、住宅を売却して債務の免除を受ける方法のどちら
で合意する場合が多い。

• 減額後の残債務を５年で返済していくことになるがその期
間は延長される場合も多い。

• 弁護士による手続支援も無料で受けられる。

• 手続の期間は６ヶ月から１２ヶ月が目安とされている。
※あくまでガイドラインで法的に決まっているわけではない点にはご注意下さい。
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自然災害債務整理ガイドライン
（３）
• いくつか要件がある。

→個人であること（法人は使えない）

→災害の影響により支払不能であること（保険金によりロー
ンが返済できる場合などは使えない。）

→世帯収入が７３０万円以下であること（絶対ではない）

→金融機関の合意が必要となる。

• 利用前に新規借入をした場合には利用できないこともある
ので注意して下さい。

＜平成３０年７月豪雨災害・岡山での実績＞

２０３件申込み→１０５件成立・７８件取下・２０件継続

（本年９月末現在） 22



倉敷市の利子補給金制度

○住宅災害復旧等資金利子補給金
平成３０年豪雨により，被害を受けた住宅の復旧に必要な融資を指定金融機
関から受けた場合に，利子補給対象額（５０万円以上３００万円以下）に対
する年４％以内の利子を,資金を借り受けた日から７年以内の間交付される。

○災害特別融資利子補給金
平成３０年７月豪雨により、被害を受けた世帯が被害の復旧に必要な融資
（５０万円から１５０万円以下。）を金融機関から受けた場合において、そ
の金利負担の軽減を図るため、当該融資の利子補給金（年１％以内。融資を
受けたときから３年以内）が受けられる。 →住宅だけでなく自動車や家財
の購入のためのローンにも使える。

☆２つの補給金制度を合わせて使うこともできる
※上記の制度は倉敷市に災害前からあった。

（参考）岡山県災害復興住宅建設資金等利子補給補助制度
利子補給制度を作った市町村を県が補助する制度→岡山市、総社市など県

内の多くの自治体がこれを利用して利子補給制度を作る。
23

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/117595/Ver67%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%BE%A9%E6%97%A7%E7%AD%89%E8%B3%87%E9%87%91%E5%88%A9%E5%AD%90%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E9%87%91%E3%81%AE%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%82%92%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%B8-2_2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97.pdf
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再建ケース4（リバースモーゲー
ジ型）
＜ケース概要＞
６０代夫婦で２人世帯で自宅が全壊の被害を受
けた。一人息子は大阪で暮らしている。住宅
ローン無し。水害保険なし。預貯金はほとんど
ない。義援金２００万円支援金３００万円とリ
バースモーゲージを使って１０００万円を借り
１５００万円で自宅（平屋）を再建した。公費
解体・利子補助も利用。
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再建ケース4（リバースモーゲー
ジ型）
＜支援制度検討＞

① 罹災証明書

② 被災者生活再建支援金基礎支援金100万円

③ 義援金200万円

④ 公費解体

⑤ リーバースモーゲージ（災害復興住宅融資高齢
者向け返済特例・倉敷市補助型）（１０００万円）

⑥ 被災者生活再建支援金加算支援金200万円
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災害リバースモーゲージ

★誰が利用できるの？

→ 60歳以上（申込時）の方で、罹災証明において、
一部損壊以上の認定を受けている方が対象となり
ます（建設は、半壊以上）。
なお、土地と建物に、抵当権を付けることが条件と

なります。

★ どんな方が利用に適しているの？

→ 子どもは、別に世帯を持っており、特に、その土
地に戻ってくる予定のない方にとっては、使い勝手
はよいです。なお、家族で話し合い、計画的に自宅
を残すことも可能です。
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災害リバースモーゲージ

★月々の返済額の目安は？

→ 300万円の借入で、月額約4500円。
500万円の借入で、月額約7500円です。

年金生活でも払える額です。

平成３０年７月豪雨災害では、倉敷市が利子の半額補助しているので、
返済はさらに半額！（１，０００万円で月約８０００円）

★ なぜ月々の返済額が低額なの？

→ 高齢者向け特例の場合、申込者がお亡くなりになるまで、利息だけ
の支払いでよいからです。約年２%の利息のみを、月々返済します。

★ 夫婦で申し込んだ場合は？

→ 申込時、夫婦ともに６０歳以上であれば、お二人ともお亡くなりになる

まで、利息のみの支払いで大丈夫です。一人になっても住み続けること
が出来ます。
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災害リバースモーゲージ

★ 元金はどうやって支払うの？

→ 申込者が亡くなったとき、原則、土地と家を売却して、元金を返済しま
す。

売却したお金が余れば相続人に渡されますが、不足した場合は、免
除となります。したがって、相続人には迷惑はかかりません。

★繰上返済はできますか？

→ 可能です。

例えば５００万円を借りたものの、生活再建支援金や、義援金、定期預
金の満期金などが入ったときに、５００万円を返済する方法もあります。

★ 不動産を残すことは可能でしょうか？

→ 本人が返済を完了した場合や、相続人が希望して残債務を支払って
不動産を残すことは可能です。死亡保険金を使うこともできます。
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災害リバースモーゲージ

★ 今さら保証人を頼めないんだけど。。

→ 保証人は不要です。

★ 田舎や災害後は土地の価値が低いので、使え
ないのでは。

→固定資産評価が変わるまでは災害前の固定資産
評価額を基準に評価（例 土地：固定資産評価額×
１００／７０×０．６。建物：工事請負契約金額の６
割）をするのでリバモだけでも１０００万円の融資を
受けて平屋戸建ての再建は可能な場合が多い。

★ 倉敷市でのリバモの利用は１１５件に。
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数字で見る住宅再建の実態
• 水害でも住宅に関する相談が多い（【平成３０年７月豪雨の
岡山】既往の借入金３６．６％、公的支援制度１３．６％、不
動産所有権９．７％、建物の賃貸借３％、土地の賃貸借１．
１％の多くが住宅に関するものなので相談の半数以上が
住宅に関することであった。）

• 利子補給を利用した世帯の中で、リフォーム４割、建替購
入６割（水害では全壊でもリフォームという選択肢がある。）

• 利子補給を利用した世帯の中で、災害復興住宅融資（住
金）２５％・民間住宅ローン７５％（リバースモーゲージを除
いて。）

• リバースモーゲージを入れると住金４割・民間６割

• 基礎支援金、２年経過しても申請が続く

本年６月末まで６０９２件→本年９月末６２０８件となり２年経
過しても３ヶ月で１１６件増加。 31
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